[bookmark: _Hlk208243400]被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書


別紙のとおり申請した被災家屋等を、市が解体及び撤去するに当たり、次について同意します。


１．市が被災家屋等の解体及び撤去の処理を行うに当たって、市からの連絡調整に応じ、現地立会いを行うなど、トラブルの防止に自ら誠意をもって対応すること。

２．被災家屋等の解体及び撤去に関して、全ての権利関係者の同意を得ており、市及びその委託を受けた者に対し、一切の不服申立て及び争訟の提起をしないこと。

３．借地・借家人をはじめ、当該家屋の関係者と事後の紛争が生じた場合は、申請者の責任において、解決すること。

４．市が当該解体及び撤去のため、当該家屋に係る固定資産税の評価及び賦課に関する情報について、必要な範囲で閲覧・照会すること。


注１　申請者が代理人の場合は、家屋所有者からの委任状（実印）を添付してください。
注２　申込み申請の際に、運転免許証など本人確認できる書類の確認・複写をします。
注３　被害の程度によって、解体及び撤去を実施しない場合があります。

上記４項目について説明を受け、同意の上、申請します。


氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　


【処理欄】　（以下は記入しないでください。）
	受付年月日
	年　　月　　日
	受付者
	

	添付書類
	申込者確認
	所有者
	□運転免許証　□パスポート　□その他（　　　　　　　）

	
	
	代理人
	□委任状　□代理人確認資料

	
	
	
	□所有者の実印押印・印鑑証明

	
	必ず添付
	□り災証明書（写）　□建物登記簿　□資産証明書

	
	次の場合添付
	登記簿上権利者あり　⇒　□全員の同意書・印鑑証明

	
	
	未相続　⇒　□遺産分割協議書　又は　□法定相続人の同意書・印鑑証明

	延床面積
	㎡
	

	構造
	
	


　





